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３月１日�～１５日� ※土・日を除く

手稲区役所２階E会議室（前田１条１１丁目）

午前８時４５分～正午、午後１時～５時１５分

課税課市民税係 �６８１‐２４００内線２８２～２８４

期 間

会 場

相談時間

詳 細

所得税の還付申告（給与所得者・年金受給者）

※各会場により相談期間が異なります。

各会場とも土曜・日曜・祝日は休みです。（注）

手稲区民センター２階区民ホール（前田１条１１丁目）

２月１２日�～２７日�
琴似神社参集殿（西区琴似１条７丁目）

２月１７日�～２６日�
中央区民センター１階ギャラリー（中央区南２条西１０丁目）

３月１日�～１５日�
市民会館２階会議室（中央区北１条西１丁目）

２月２日�～２７日�
午前９時３０分～正午、午後１時～４時

※混雑状況により、受け付けを時間前に終了することがあります。また、午前中に受け付けされた
方でも、午後からの相談になることがあります。どうぞご了承ください。

札幌西税務署 �６６６‐５１１１ 税務相談室札幌西分室 �６６６‐５１５０

所得税の確定申告

２月１６日�～３月１５日�

札幌西税務署
（西区発寒４条１丁目）

（注）札幌西・札幌中・札幌北・札幌南
・札幌東税務署では、今年の確定申告
期間中は平日（月～金）以外でも２月
２２日・２９日の日曜に限り確定申告の相
談・申告書の受け付けを行います。な
お、税務署以外の会場では行いません
のでご注意ください。

午前９時～正午、午後１時～５時

区分

期
間

会

場

相
談
時
間
詳細

2004年手稲山雪の祭典

還付申告の相談期間のお知らせ
所得税と住民税の申告は３月１５日�までです。申告の相談を下表の通り行いますので、お気軽にご相談くださ

い。また、区役所などの相談期間についてはお間違えのないようにご注意ください。
各会場とも駐車場が狭く、混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
なお、所得税の申告については、できるだけ自分でご記入の上、郵送などで札幌西税務署（〒０６３‐０８２４西区発
寒４条１丁目）へ提出するようお願いいたします。

所得税 ※事業・不動産・譲渡所得がある方の所得税の申告は札幌西税務署でご相談ください。

◎申告書は、国税庁ホームページ【http : //www.nta.go.jp】の「所得税の確定申告書作成コーナー」でも作成す
ることができます。

申込・詳細 手稲山雪の祭典実施委員会事務局（地域振興課振興係内） �６８１‐２４００内線２２８・２２９

会場までの

無無料料送送迎迎ババスス
をを運運行行ししまますす！！
（区役所と、新たに
各連絡所を回ります）

下記種目の参加者募集中
２月２７日（金）まで

・ジャイアントスラローム
（当日参加も可能）
・歩くスキー
（当日参加も可能）
・子ども雪合戦

札幌西税務署

（西区発寒４‐１）

周辺地図

●開会式・耐寒ラジオ体操会
●ジャイアントスラローム大会
簡単なコースで気軽にオリンピック選手の気分が味わえます。

●歩くスキー大会《初心者向け》 ※スキー用具貸し出しあり。

新たなコースを設定！自分のペースで歩けます。
●子ども雪合戦大会
小学生でチームを作って参加する団体戦です。

●サッカーナインチャレンジなど、楽しい催しを行います！

日時 ３月１４日�午前１０時開場・午後３時終了予定
会場 メイン会場：ロッジ・ていね前特設広場

第２会場：テイネオリンピア聖火台エリア

住民税
※所得税の申告をしない方で各種控除を受ける方は、住民税
申告をしてください。
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